
公立大学法人横浜市立大学非常勤職員就業規則  

 

制   定  平成 17年４月１日規則第６号  

最近改正  令和７年 10月１日規則第９号  

 

 （趣旨）  

第１条  この規則は、公立大学法人横浜市立大学（以下「法人」という。）に勤

務する非常勤職員の採用、勤務時間、賃金及びその他就業に関し必要な事項

を定めることを目的とする。  

２  この規則に定めるもののほか、非常勤職員の就業に関する事項は、労働基

準法（昭和 22年法律第 49号。以下「労基法」という。）その他関係法令の定め

るところによる。  

 （定義）  

第２条  非常勤職員は、常勤職員以外で、業務遂行を補助する者で法人に採用

された者をいう。  

２  前項の規定にかかわらず、非常勤職員は、特に理事長が定める場合に限り、

補職に応じた業務を行うものとする。  

 （採用）  

第３条  非常勤職員の採用は、職務に必要な能力を有する者のうちから、理事

長が選考によって行う。  

２  選考は、採用予定者に履歴書及び非常勤職員申込書を提出させ、所属長が

面接し、その職務を遂行するために必要な資格、能力、適性等を判定して行

う。  

３  前２項に定めるほか、採用に関し必要な事項は、理事長が定める。  

 （雇用期間）  

第４条  非常勤職員の雇用期間は、雇用開始の日から当該会計年度（会計年度

とは、４月１日に始まり、翌年の３月 31日までをいう。以下同じ。）の末日ま

でとする。  

２  前項の規定にかかわらず、職務の性質等特別の事情がある場合には、１会

計年度の期間内で、雇用期間を別に定めることができる。  

３  第１項の雇用期間は、２回を限度に更新することができる。ただし、職務

の性質等特別の事情があり、理事長が必要と認める場合にはこの回数を超え

て更新することができる。  

４  第３項の規定にかかわらず、年齢満 65歳に達した日の属する会計年度の末

日を越えて更新することはできない。ただし、職務の性質等特別の事情があ

り、理事長が必要と認める場合にはこの限りではない。  

（専門職又は一般職への転換）  

第４条の２  非常勤職員のうち、理事長が定める業務に従事する者については、

理事長が必要と認める場合雇用期間及び勤務成績等を考慮して公立大学法人

横浜市立大学職員就業規則第３条第３項に規定する専門職又は一般職に転換



することができる。  

 （採用者の提出書類）  

第５条  非常勤職員として採用された者は、速やかに、次に掲げる書類を理事

長に提出しなければならない。  

(1) 履歴書  

(2) 住民票又は住民票記載事項証明書  

(3) 採用された職が免許その他の資格を要する場合には、それを証する書類  

(4) その他理事長が必要と認めるもの  

２  前項の規定により提出する書類の様式等については、理事長が別に定める。 

 （履歴台帳）  

第６条  理事長は、非常勤職員を採用したときは、当該非常勤職員の履歴台帳

を作成し、かつ、これを常に整理し、保管しておかなければならない。  

２  非常勤職員は、住所、氏名、資格等履歴台帳記載事項に異動があった場合

には、遅滞なく理事長に届け出なければならない。  

 （業務内容）  

第７条  非常勤職員の業務内容は、別に定める。  

 （服務の根本基準）  

第８条  非常勤職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念し、

その職責をはたさなければならない。  

 （法令等の遵守）  

第９条  非常勤職員は、その職務を遂行するに当たり、法令、規則等に従い、

かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。  

 （執務の原則）  

第 10条  非常勤職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に努め、協力

して業務の遂行を図らなければならない。  

２  非常勤職員は、法人が管理する財産の保全と効率的使用に、十分な注意を

払わなければならない。  

３  非常勤職員は、法人が管理する施設内外の整理、整頓に心掛けるとともに、

火災、盗難等の事故防止に努めなければならない。  

 （職務に専念する義務）  

第 11条  非常勤職員は、法令又はこの要綱に特別の定めがある場合を除くほか、

その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、定

められた職務にのみ従事しなければならない。  

 （信用失墜行為の禁止）  

第 12条  非常勤職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉と

なるような行為をしてはならない。  

 （秘密を守る義務）  

第 13条  非常勤職員は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、職務上知

り得た秘密を漏らしてはならない。  

 （兼職の承認）  



第 14条  非常勤職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社

その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業

を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合には、あらかじめ

理事長の承認を受けなければならない。  

 （欠勤）  

第 15条  欠勤とは、法令又はこの規則に定める事由以外の事由により、正規の

勤務時間に勤務しないことをいう。  

２  非常勤職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前

に理由を添えて上司に届け出なければならない。  

３  非常勤職員は、前項の事由により欠勤することが 10日以上に及ぶ場合には、

前項の届出に、医師の診断書を添付しなければならない。  

 （勤務日及び勤務時間）  

第 16条  非常勤職員の勤務日及び勤務時間は別に定める。  

２  前項の勤務時間の途中に、１時間の休憩時間を与える。  

 （勤務を要しない日）  

第 17条  非常勤職員の勤務を要しない日は別に定める。  

２  勤務を要しない日には、賃金は支給しない。  

 （休日）  

第 18条  休日とは、賃金の支給を受けて、正規の勤務日に勤務することを免除

される日をいい、次のとおりとする。  

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日  

(2) 12月 29日から翌年の１月３日までの日（前号に定める休日を除く。）  

２  勤務を要しない日と休日が重なった場合には、当該日は勤務を要しない日

とする。  

３  第１項の規定により難い場合には、理事長は休日につき、別に定めること

ができる。  

 （休業日の振替え）  

第 19条  理事長は、業務上臨時の必要があると認めるときは、非常勤職員に対

して勤務を要しない日又は休日（以下「休業日」という。）に勤務することを

命じることができる。  

２  休業日に勤務を命じられた非常勤職員に対しては、当該休業日に代る日を

与える。  

３  第１項の規定により休業日に勤務を命じる場合、理事長は、あらかじめ当

該休業日前後１週間（業務上特に支障があるときは、当該休業日前後４週間）

以内の日のうちにおいて、代るべき日を指定しなければならない。  

 （休暇）  

第 20条  休暇とは、正規の勤務日に勤務しない日又は期間をいい、年次休暇、

夏季休暇、病気休暇、服忌休暇、生理日休暇、結婚休暇、出産休暇、公民権

行使休暇、公の職務執行休暇、母性健康管理に関する休暇、子の看護等休暇、

介護休暇、災害時等特別休暇、出生支援休暇、配偶者の出産のための休暇、



男性職員の育児参加休暇及び育児時間とする。  

２  前項の休暇のうち、年次休暇、夏季休暇、病気休暇、服忌休暇、生理日休

暇、結婚休暇、出産休暇、公民権行使休暇、公の職務執行休暇、母性健康管

理に関する休暇、子の看護等休暇、介護休暇、災害時等特別休暇、出生支援

休暇、配偶者の出産のための休暇及び男性職員の育児参加休暇は、賃金の支

給を受けるものとし、育児時間は賃金の支給を受けないものとする。  

３  削除  

（年次休暇）  

第 21条  年次休暇の休暇年度は、会計年度による。  

２  休暇年度の初日に在職（新たに採用された場合を含む。）する非常勤職員に

対しては、１年について別表第１のとおりとする。ただし、再雇用された職

員については、年次休暇に関する勤続年数等を通算し、年次休暇は次年度に

限り 20日を限度に繰り越すことができる。  

３  前項の規定にかかわらず、一休暇年度における雇用期間が 12月に満たない

非常勤職員の年次休暇の日数は、一休暇年度について、別表第２のとおりと

する。ただし、その日数が労基法第 39条に規定する年次有給休暇の日数を下

回る場合は、同条に定める日数とする。  

４  非常勤職員の年次休暇は、雇用期間満了後に連続して当該雇用期間が満了

し た 日 の 属 す る 休 暇 年 度 に お い て 非 常 勤 職 員 と し て 新 た に 雇 用 さ れ た 場 合

は、当該雇用の期間が満了した日時点における年次休暇の残日数を、新たな

雇用期間に繰り越すことができる。  

５  年次休暇は１日、半日又は１時間を単位とする。１時間単位で取得する場

合は、１時間を超える部分については 15分刻みで取得できることとする。  

６  年次休暇を時間単位で取得しようとする場合の取得日数及び１日における

取得上限は、１休暇年度につき５日までとし、１日に２回まで計３時間まで

とする。また、勤務開始時刻に時間単位で取得しようとする場合においては、

その前日までに必ず請求することとし、原則として当日請求を認めない。  

７  非常勤職員が、その雇用期間内に与えられた年次休暇の全部又は一部を受

けなかった場合で、第４条第３項の規定により雇用期間を更新された場合に

は、その受けなかった日数を更新された雇用年度に与えられる休暇日数に加

算して受けることができる。ただし、前年度の休暇付与日数を越えることは

できない。  

８  休暇年度の途中に非常勤職員の週の労働日数又は１日あたりの労働時間が

変更となった場合は、変更する前日の年次休暇の日数に変更前後の労働時間

に応じた割合を乗じた数を、変更後の休暇日数とする。ただし、変更後の日

数が労基法第 39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、労基法に

よる日数とし、変更後の日数が第２項又は第３項に規定する日数を超える場

合には第２項又は第３項による日数とする。  

９  前項までの規定により 10日以上年次休暇を付与された職員に対しては、付

与日の属する休暇年度内に、当該非常勤職員の有する年次有給休暇日数のう



ち５日について、理事長が非常勤職員の意見を聴取し、その意見を尊重した

上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、非常勤職員が第２項、

第３項又は第４項の規定により付与された年次有給休暇を取得した場合にお

いては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。  

 （服忌休暇）  

第 22条  非常勤職員が、親族の喪に遭ったときは、別表第３に定めるところに

より、同表に定める期間の範囲内で、１日を単位として服忌休暇を与える。  

（ 夏 季 休 暇 ）  

第 2 3条  非 常 勤 職 員 が ６ 月 １ 日 か ら ９ 月 3 0日 ま で の 間 に 勤 務 す る 場

合（ ６ 月 以 上 継 続 し て 勤 務 し て い る も の 又 は 雇 用 期 間 が ６ 月 以 上 で

あ る も の に 限 る 。） は 、 週 ５ 日 以 上 又 は こ れ に 準 ず る 非 常 勤 職 員 に

対 し て は １ 日 を 単 位 と し て ５ 日 の 範 囲 内 、週 ４ 日 又 は こ れ に 準 ず る

非 常 勤 職 員 に 対 し て は １ 日 を 単 位 と し て ４ 日 の 範 囲 内 、週 ３ 日 又 は

こ れ に 準 ず る 非 常 勤 職 員 に 対 し て は １ 日 を 単 位 と し て ３ 日 の 範 囲

内 で 休 暇 を 与 え る 。 た だ し 、 理 事 長 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 半 日 を

単 位 と す る こ と が で き る 。  

２  ６ 月 １ 日 以 降 新 た に 採 用 さ れ た 非 常 勤 職 員（ 雇 用 期 間 が ６ 月 未 満

の も の を 除 く 。） に 対 し て は 、 別 表 第 ４ に 定 め る と こ ろ に よ り 夏 季

休 暇 を 与 え る 。  

３  夏 季 休 暇 は ６ 月 １ 日 か ら ９ 月 3 0日 ま で の 期 間（ 理 事 長 が 当 該 期 間

の 延 長 を 認 め た 場 合 に は 、承 認 後 の 期 間 ）内 に お い て 前 ２ 項 に 規 定

す る 範 囲 内 の 期 間 を 取 得 で き る 。  

（病気休暇）  

第 24条  病気休暇の休暇年度は、会計年度による。  

２  非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合は、 20日の範囲内で病気休暇を与える。  

３  病気休暇は、１日又は１時間を単位とする。ただし、理事長が必要と認め

る場合は、半日を単位とすることができる。  

４  非常勤職員は、病気休暇を取得する場合には、事前に理由を添えて理事長

に届け出なければならない。  

５  前４項の届け出には医師の診断書を添付しなければならない。ただし、３

日以内の場合は、診断書に代わるものでも承認することができる。  

６  病気休暇を与えられた非常勤職員は、病気休暇を与えられた期間中療養に

専念しなければならない。  

（生理日休暇）  

第 25条  女子の非常勤職員が、生理日の就業が著しく困難である場合に、生理

日休暇を与える。  

２  生理日休暇の期間は、１回につき連続する２日の範囲内の期間とする。  

（結婚休暇）  

第 25条の２  非常勤職員が結婚する場合、結婚休暇を与える。  



２  結婚休暇の期間は、５日の範囲内の期間とする。  

（出産休暇）  

第 26条  女 子 の非 常勤 職 員 の 出 産予 定 日の ６ 週 間（ 多 胎妊 娠の 場 合 にあ っ て

は、 14週間）前の日から出産の日の後８週間までの期間のうち必要とされる

期間、出産休暇を与える。  

（ 公 民 権 行 使 休 暇 ）  

第 2 6条 の ２  非 常 勤 職 員 が 選 挙 権 そ の 他 公 民 と し て の 権 利 を 行 使 す る 場

合 、 必 要 と 認 めら れ る 期 間 に つ い て 、 公 民 権 行 使 休 暇 を 与 え る 。  

（ 公 の 職 務 執 行 休 暇 ）  

第 2 6条 の ３  非 常 勤 職 員 が 裁 判 員 、証 人 、鑑 定 人 、参 考 人 等 と し て 国 会 、

裁 判 所 、 地 方 公 共 団 体 の 議 会 そ の 他 官 公 署 へ 出 頭 す る 場 合 、 必 要 と 認

め ら れ る 期 間 に つ い て 、 公 の 職 務 執 行 休 暇 を 与 え る 。  

（ 災 害 時 等 特 別 休 暇 ）  

第 2 6条 の ４  非 常 勤 職 員 が 地 震 、 水 害 、 火 災 そ の 他 の 災 害 又 は 交 通 機 関

の 事 故 そ の 他 職 員 の 責 に 帰 す る こ と の で き な い 事 由 に よ っ て 職 務 の 執

行 が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 、 必 要 と 認 め ら れ る 期 間 に つ い て 、

災 害 時 等 特 別 休 暇 を 与 え る 。  

（母性健康管理に関する休暇）  

第 27条  非常勤職員が、妊娠中の保健指導・健康診査 (以下 ｢保健 指導等 ｣とい

う。）を受ける場合に、正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間に付

与する。  

２  休暇の回数については別表第５に定めるところによる。  

３  妊娠中の非常勤職員が、通勤に利用する交通機関の混雑により母体又は胎

児の健康保持に影響を受ける場合及び医師や助産師 (以下 ｢医師等 ｣という。 )

により通勤緩和の指導を受けた場合（交通用具利用者及び徒歩を含む。）に、

通勤時間の始め又は終わりにおいて１日につき１時間を超えない範囲内にお

いて、 15分単位で付与する。  

４  妊娠中の非常勤職員が、作業等により母体又は胎児の健康保持に影響を受

ける場合及び医師等により休養に関する措置について指導を受けた場合に、

１日につき 45分を超えない範囲内において、 15分単位で付与する。ただし、

医師等から特に時間の指導がある場合には、指導された時間とする。なお、

勤務時間の始め又は終わりにつけることはできない。  

５  妊娠中の非常勤職員が、妊娠に起因すると認められる障害のため勤務する

ことが著しく困難な場合に、７日の範囲内において、半日又は１日を単位と

して付与する。ただし、原則として、産前休暇に継続して取得することはで

きない。なお、妊娠４箇月（ 85日）未満で死産及び流産した場合は、残日数

の範囲内で付与する。  

（ 子 の 看 護 等 休 暇 ）  

第 27条の２  非常勤職員の子の看護等休暇については、公立大学法人横浜市立

大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程の定めるところによる。  



（ 介 護 休 暇 ）  

第 27条の３  非常勤職員の介護休暇については、公立大学法人横浜市立大学非

常勤職員の育児・介護休業等に関する規程の定めるところによる。  

（出生支援休暇）  

第 27条の４  出生支援休暇の休暇年度は、会計年度による。  

２  非常勤職員（１週間の要勤務日が３日以上とされている者又は週以外の期

間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が 121

日以上であるものであって、６月以上継続勤務しているもの又は雇用期間が

６月以上であるものに限る。第 27条の５及び第 27条の６において同じ。）が

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

に、出生支援休暇を与える。  

３  出生支援休暇の期間は、一休暇年度において５日（体外受精及び顕微授精

に係るものである場合、 10日）の範囲内とする。  

４  出生支援休暇は、１日又は１時間を単位とする。  

（配偶者の出産のための休暇）  

第 27条の５  男性の非常勤職員が、配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相

当であると認められる場合に、配偶者の出産のための休暇を与える。  

２  配偶者の出産のための休暇の期間は、配偶者が出産するために病院に入院

する日等から当該出産の日後２週間を経過する日までの期間内において、３

日の範囲内の期間とする。  

３  配偶者の出産のための休暇は、１日又は１時間を単位とする。  

（男性職員の育児参加休暇）  

第 27条の６  男性の非常勤職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に

係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該非常勤職員が、

これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき、男

性職員の育児参加休暇を与える。  

２  男性職員の育児参加休暇の期間は、配偶者の出産予定日の８週間前の日か

ら当該出産の日以後１年を経過する日までの期間内において、５日の範囲内

の期間とする。  

３  男性職員の育児参加休暇は、１日又は１時間を単位とする。  

（育児時間）  

第 27条の７  非常勤職員（男性の非常勤職員にあっては、育児時間の承認を受

けようとする期間において、その配偶者が当該申請に係る子を育てることが

できる場合を除く。）が生後１年６月に達しない子を育てる場合に、 60分以

内の期間 (男性の非常勤職員にあっては、当該育児時間の請求に係る子につい

てその配偶者が取得する育児時間の時間を 60分から差し引いた期間を超えな

い期間 )、育児時間を与える。  

 （休暇期間中の休業日の取扱い）  

第 28条  休暇期間中に、勤務を要しない日及び休日があるときは、年次休暇、



夏季休暇、病気休暇、服忌休暇（週４日以上勤務またはこれに準ずる非常勤

職員に限る）、結婚休暇（週４日以上勤務またはこれに準ずる非常勤職員に限

る）、母性健康管理に関する休暇、子の看護等休暇、介護休暇、出生支援休暇、

配偶者の出産のための休暇及び男性職員の育児参加休暇についてはこれらを

除いて計算し、服忌休暇（週４日以上勤務またはこれに準ずる非常勤職員を

除く）、生理日休暇、結婚休暇（週４日以上勤務またはこれに準ずる非常勤職

員を除く）、出産休暇、公民権行使休暇及び公の職務執行休暇についてはこれ

らを含めて計算する。  

（休暇の申請等）  

第 29条  非常勤職員は、休暇を取得しようとする場合は、所定の手続により、

その前日までに理事長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その

他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合は、その事由を

付して速やかに請求しなければならない。  

２  業務外傷病による休暇が 10日以上に及ぶときは、休暇の申請に医師の診断

書を添付しなければならない。  

３  母性健康管理に関する休暇及び介護休業を受けようとする場合には、本人

からの申請によるものとする。ただし、理事長が必要と認める場合について

は証明書等の提出を求めることができる。  

４  理事長は、前３項の規定により休暇の申請のあったときは、業務上特別の

事情が認められる場合は、その期日を変更させることができる。  

５  削除  

６  前５項に定めるほか、休暇の申請等については、常勤職員の例による。  

（育児及び介護休業等）  

第 30条  非常勤職員は、１歳に満たない子（民法（明治 29年法律第 89号）第 817

条の２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特

別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審

判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 27条第１項第３号の規定に

より同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されて

いる児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下、この条

において同じ。）を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児

休業を取得し、又は子が小学校就学の始期に達するまでの間、勤務時間の短

縮等の措置（以下「部分休業」という。）を受けることができる。  

２  要介護状態にある家族を介護する非常勤職員は、理事長に申し出て介護休

業及び介護時間を取得することができる。  

３  育児休業及び介護休業並びに部分休業及び介護時間については、公立大学

法人横浜市立大学非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程の定めるとこ

ろによる。  

 （介護休業期間中の休業日の取扱い）  

第 31条  削除  



（部分休業）  

第 32条  削除  

 （出張）  

第 33条  理事長は、業務上必要があるときは、非常勤職員に出張を命じること

ができる。  

２  出張を命じられた非常勤職員は、上司に随行した場合を除き、帰着後、速

やかに上司に復命しなければならない。  

３  出張を命じられた非常勤職員に対しては、旅費を支給する。旅費の額及び

支給方法等については、公立大学法人横浜市立大学旅費規程による。  

（在宅勤務）  

第 33条の２  非常勤職員は、通常の勤務場所を離れ情報通信機器を用いて当該

非常勤職員の自宅又はこれに準ずる場所における勤務（以下「在宅勤務」と

いう。）を申請し、業務その他の都合上必要と認められる場合には、在宅勤務

をすることができる。  

２  在宅勤務に関する必要な事項は別に定める。  

 （退職）  

第 34条  非常勤職員は、次の各号の一に該当する場合には、その日をもって退

職し、非常勤職員としての身分を失う。  

(1) 雇用期間が満了した場合－満了した日  

(2) 退職を願い出て、承認があった場合－承認があった日  

(3) 死亡した場合－死亡した日  

(4) 年齢が満 65歳に達した場合－満 65歳に達した日の属する会計年度の末日  

(5) 年齢が満 65歳に達した日以後に採用された場合－採用された日の属する

会計年度の末日  

２  前項第２号の規定により退職する場合には、非常勤職員は退職を希望する

日の１箇月前までに、理事長に願い出なければならない。  

 （解雇）  

第 35条  理事長は、非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には、その意に

反してこれを解雇することができる。  

(1) 著しく勤務成績がよくない場合  

(2) 心身の故障により６箇月を越える休養（病気休暇取得期間を含む）を必

要とする場合  

(3) 刑事事件に関し処罰された場合  

(4) 経歴を偽り、その他不正手段を用いて採用された場合  

(5) 外部資金の受入終了やプロジェクト事業の業務完了の事由により、業務

を終了せざるを得ない場合  

(6) その他職務上の義務に違反し、又は法人の職員としてふさわしくない非

行のあった場合  

２  前項の規定により非常勤職員を解雇するときは、解雇する日の 30日前まで

にその旨を当該非常勤職員に通告し、又は 30日分の平均賃金を支給する。  



３  前項の通告の日から解雇する日までの日数について、平均賃金を支給する

場合には、その日数分を 30日から減じた日数とすることができる。  

(懲戒の事由 ) 

第 3 6条  理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は懲戒に処す

る。  

(1) 正当な理由なく無断でしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠った

場合  

(2) 正当な理由なくしばしば業務上の指示・命令に従わなかった場合  

(3) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合  

(4) 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明

らかになった場合  

(5) 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合  

(6) 素行不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合  

(7) 重大な経歴詐称をした場合  

(8) 私生活上の非違行為や、法人に対する誹謗中傷等によって法人の名誉を

傷つけ業務に影響を及ぼすような行為があった場合  

(9) その他この規則及び法人の諸規程によって遵守すべき事項に違反し、又

は前各号に準ずる違反があった場合  

（懲戒の種類）  

第 37条  懲戒は、戒告、減給、停職、諭旨解雇及び懲戒解雇の区分によって行

う。  

(1) 戒告は、将来を戒める。  

(2) 減給は、１回の額が平均賃金の１日分の半額以内で総額が１か月の支給

総額の 10分の１を超えない範囲で給与を減ずる。  

(3) 停職は、１日以上６か月以内を限度として勤務を停止する。その期間の

給与は支給しない。  

(4) 諭旨解雇は、退職願を提出させて解雇する。  

(5) 懲戒解雇は、予告期間を置かず、また解雇予告手当を支払わないで即時

解雇する。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けないときは、解雇

予告手当を支払って即時に解雇する。  

（訓戒等）  

第 38条  前条に規定する場合の他、服務を厳正にし、規律を保持するために必

要があるときには、文書又は口頭により、注意、厳重注意又は訓戒を行う。  

（不服申立て）  

第 39条  第 36条の規定により懲戒処分を受けた者が、その懲戒処分に不服があ

る場合は、処分を受けた日から７日以内に理事長へ再審議を請求することが

できる。  

（損害賠償）  

第 40条  職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損

害の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、これによって第 37条



の懲戒処分を免れるものではない。  

 （賃金）  

第 41条  非常勤職員の賃金については、月額賃金及び手当（公立大学法人横浜

市立大学職員賃金規程第２条第２項に掲げる手当）とする。  

２  月額賃金の額は、職務内容及び責任その他職務経験等を考慮した額とする。 

３  通勤手当は、常勤職員の例により支給する。ただし、この場合において支

給単位期間は１か月とする。  

４  超過勤務手当は、第 16条に規定する勤務時間を超えて勤務した場合及び第

17条に規定する休業日に勤務した場合に支給する。  

５  住居手当及び期末手当は、別に定める額を予算の範囲内で支給することが

できる。  

６  前３項に掲げる手当以外の手当は、常勤職員の例による額を予算の範囲内

で支給することができる。  

 （賃金の支給方法等）  

第 42条  賃金の計算期間は、月の初日から末日までとする。  

２  月の中途において採用又は退職した場合の月額賃金、通勤手当の支給につ

いては、常勤職員の例による。  

３  前条第５項に規定する手当の支給方法等については、理事長が別に定める。 

（賃金支給日）  

第 43条  月額賃金及び通勤手当は、当月分の全額を当月の 21日に支給し、超過

勤務手当は、翌月の 21日に支給する。  

２  前項に規定する賃金支給日が、土曜日又は第 17条に規定する勤務を要しな

い日若しくは第 18条に規定する休日（以下「休日等」という。）に当たるとき

は、支給日を同項に定める支給日前の休日等でない日に順次繰り上げる。２  

前項に規定する賃金支給日が、土曜日又は第 17条に規定する勤務を要しない

日若しくは第 18条に規定する休日（以下「休日等」という。）に当たるときは、

支給日を同項に定める支給日前の休日等でない日に順次繰り上げる。  

３  前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がそ

の月の 18日、19日又は 20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、

支給日を第１項に定める支給日後の休日等でない日に順次繰り下げる。  

４  第１項に規定する手当以外の手当の支給日は、理事長が別に定める  

 （賃金からの控除）  

第 44条  理事長は、非常勤職員に賃金を支給するとき、その賃金から次のもの

を控除する。  

(1) 所得税源泉徴収額及び住民税  

(2) 雇用保険料、厚生年金保険料及び健康保険料の非常勤職員負担額  

２  理事長は、非常勤職員に賃金を支給するとき、その賃金から次のものを控

除することができる。  

(1) 横浜市職員厚生会の会費等（加入者に限る。）  

(2) 労働組合の組合費（加入者に限る。）  



(3) 他の賃金支給日における賃金の支給に際し生じた過払い金  

 （賃金の減額）  

第 45条  非常勤職員が、第 15条の規定に該当して勤務すべき時間に勤務しなか

ったとき、又は第 20条第２項に規定する賃金の支給を受けない休暇を取得し

たときは、勤務すべき１時間につき、第 41条第２項に定める月額賃金を１月

の勤務時間で除した額を減額する。  

２  前項に定めるほか、賃金の減額については、常勤職員の例による。  

 （端数計算）  

第 46条  賃 金 の 支 給に 際 し 、 そ の 集 計 の 結 果 に １ 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た 場 合

は、その端数金額を切り捨てる。  

２  勤務時間数の集計の結果に、１時間未満の端数を生じた場合は、 30分以上

は切り上げて１時間とし、 30分未満は切り捨てる。  

（適用除外）  

第 46条の２  非常勤職員に対しては、公立大学法人横浜市立大学職員退職手当

規程に規定する退職手当は支給しない。  

 （被服の貸与）  

第 47条  非常勤職員に対して、被服を貸与することができる。  

２  被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。  

 （安全及び衛生）  

第 48条  理事長は、職場における非常勤職員の安全と健康の確保と、快適な職

場環境の形成に努めなければならない。  

 （健康診断）  

第 49条  非常勤職員に対して、年１回以上健康診断を実施する。  

２  非常勤職員は、健康診断を必ず受診しなければならない。  

３  非常勤職員は、指定された健康診断を受けることができない場合には、そ

れに代えて他の機関が実施する健康診断の結果又は医師の診断書を、理事長

に提出しなければならない。  

４  前３項に定めるほか、理事長は、臨時に必要があると認めるときは、非常

勤職員に対し健康診断を行うことができる。  

（ストレスチェック制度）  

第 49条の２  理事長は、非常勤職員に対して、医師等による心理的な負担の程度

を把握するための検査等（以下「ストレスチェック制度」という。）を実施す

る。  

２  ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。  

 （災害補償）  

第 50条  非 常 勤 職 員の業務上の災害又は通勤による災害については、労働者災

害補償保険法（昭和 22年４月法律第 50号）の定めるところによりその補償を

行う。  

 （雇用保険）  

第 51条  非 常 勤 職 員は、雇用保険法 (昭和 49年法律第 116号 )に基づく雇用保険



の被保険者とする。  

 （厚生年金保険）  

第 52条  非 常 勤 職 員は、厚生年金保険法 (昭和 29年法律第 115号 )に基づく厚生

年金保険の被保険者とする。  

 （健康保険）  

第 53条  非 常 勤 職 員は、公立学校共済組合の被保険者とする。  

 （職員厚生会）  

第 54条  非 常 勤 職 員は、採用と同時に横浜市職員厚生会の会員となることがで

きる。  

 （委任）  

第 55条  こ の 規 則 に定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 実 施 に つ い て 必 要 な 事 項

は、理事長が定める。  

 

附  則  

この規則は、平成 17年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平成 20年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平成 21年４月１日から施行する。ただし、第 26条の３（裁判員

に係る部分に限る。）は、平成 21年５月 21日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平成 22年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平成 22年６月 30日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平成 23年４月１日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平 26年３月 31日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平 28年３月１日から施行する。  

 

附  則  

この規則は、平 29年４月１日から施行する。  



 

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成 30年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行日以前に在籍する非常勤職員については、改正前の第４

条第３項の規定及び第 41条第１項の規定は、なおその効力を有する。  

 

附  則  

この規則は、令和２年３月１日から施行する。  

 

  附  則  

この規則は、令和２年５月１日から施行し、令和２年３月１日から適用する。 

 

附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置）  

２  この規則の施行日前に在職する非常勤職員のうち改正後の第 21条による

年次休暇の付与日数が改正前の付与日数に満たない場合は、改正前の規定

を適用する。  

３  この規則による施行日前の第 41条による報酬等については、改正後の賃

金等により支給されたものとみなす。  

４  この規則の改正前の規定による労働契約による報酬及び手当相当額につ

いては、改正後の月額賃金及び手当に読み替えて適用するものとする。  

 

附  則  

この規則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附  則（令和４年規則第 10号）  

この規則は、令和４年 10月１日から施行する。  

 

附  則（令和５年規則第４号）  

この規則は、令和５年４月１日から施行する。  

 

附  則（令和６年規則第５号）  

この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附  則（令和７年規則第６号）  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  



 

附  則（令和７年規則第９号）  

この規則は、令和７年 10月１日から施行する。  

 



別表第１（第21条関係） 

週の勤務日数等 

 

 

継続雇用期間 

週 ４ 日 以
上 又 は 年
169日以上
の 日 数 を
勤務 

週 ３ 日 以
上 又 は 年
121日から
168日まで
の 日 数 を
勤務 

週 ２ 日 又
は 年 73 日
か 120日ま
で の 日 数
を勤務 

週 １ 日 又
は 年 48 日
か ら 72 日
ま で の 日
数を勤務 

年 48 日 未
満 の 日 数
を勤務 

１年未満 16日 10日 ６日 ３日 ０日 
１年 17日 10日 ６日 ３日 
２年 18日 11日 ７日 ３日 
３年 19日 11日 ７日 ３日 
４年 20日 12日 ８日 ４日 
５年 20日 12日 ８日 ４日 
６年以上 20日 12日 ８日 ４日 

 

別表第２（第21条関係） 

週の勤務日数等 

 

 

雇用期間 

週 ４ 日 以
上 又 は 年
169日以上
の 日 数 を
勤務 

週 ３ 日 以
上 又 は 年
121日から
168日まで
の 日 数 を
勤務 

週 ２ 日 又
は 年 73 日
か 120日ま
で の 日 数
を勤務 

週 １ 日 又
は 年 48 日
か ら 72 日
ま で の 日
数を勤務 

年 48 日 未
満 の 日 数
を勤務 

11月 15日 ９日 ６日 ３日 ０日 
10月 14日 ８日 ６日 ２日 

９月 13日 ８日 ５日 ２日 

８月 12日 ７日 ５日 ２日 

７月 11日 ７日 ４日 ２日 

６月 10日 ６日 ４日 ２日 

５月 ８日 ５日 ４日 １日 
４月 ６日 ４日 ２日 １日 
３月 ５日 ３日 ２日 １日 
２月 ４日 ２日 ２日 １日 
１月 ２日 １日 １日 ０日 
１月未満 １日 １日 ０日 ０日 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第22条関係） 

死亡した親族 日数 

配偶者等（配偶者及び婚姻関係と異ならな

い程度の実質を備える社会生活を営む関

係にあると理事長が認める者をいう。以下

同じ。） 
７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 
３日（非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継

を受ける場合にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 
１日（非常勤職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継

を受ける場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者等の父母 
３日（非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、７日） 

子の配偶者又は配偶者等の子 
１日（非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母 
１日（非常勤職員と生計を一にしていた場合にあっ

ては、３日） 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉

妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

備考 

１ 葬儀等で遠隔地へ赴く場合（１日の大半（８時間超）の時間を費やす場合）には、

往復に要する日数を加算する。 

２ 服忌休暇が重複する場合は、重複する一方の休暇を減ずるものとする。 

 

別表第４（第23条関係） 

 週５日以上又は年
217日以上の日数を
勤務 

週４日以上又は年
169日から216日まで
の日数を勤務 

週３日以上又は年
121日から168日まで
の日数を勤務 

採用日 付与日数 付与日数 付与日数 

6/1～7/14 

7/15～8/4 

8/5～8/25 

8/26～9/15 

9/16～9/30 

５日 

４日 

３日 

２日 

１日 

４日 

３日 

２日 

２日 

１日 

３日 

２日 

２日 

１日 

０日 

 



別表第５（第27条関係） 

区    分  回  数  

妊娠６月まで  ４週間に１回  

妊娠７月から９月まで  ２週間に１回  

妊娠 10月から分娩まで  １週間に１回  

※１月は28日として計算する。 

備考 

１ 医師等からこれと異なる保健指導等の受診指示を受けた場合、又は出産後１年以内

の非常勤職員が医師等から保健指導等を受けることを指示された場合については、指

示の回数とする。 

２ 回数の１回とは保健指導と健康診査を合わせたものとし、保健指導と健康診査を別

の日に実施した場合には両日を合わせて１回とする。 

 


